
○

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
建
築
物
）

（
特
定
建
築
物
）

第
一
条

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法

第
一
条

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
の
各
号
に

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
の
延
べ
面
積
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和

掲
げ
る
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
の
延
べ
面
積
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
床

二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
床

面
積
の
合
計
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築

面
積
の
合
計
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築

物
及
び
専
ら
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に

物
（
も
つ
ぱ
ら
こ
れ
ら
の
用
途
以
外
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
の
延
べ
面
積

規
定
す
る
学
校
の
用
途
に
供
さ
れ
る
建
築
物
で
延
べ
面
積
が
八
千
平
方
メ
ー

が
こ
れ
ら
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
の
延
べ
面
積
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え

ト
ル
以
上
の
も
の
と
す
る
。

る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
も
つ
ぱ
ら
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

一
～
四

（
略
）

二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
の
用
途
に
供
さ
れ
る
建
築
物
で
延
べ

面
積
が
八
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

（
建
築
物
環
境
衛
生
管
理
基
準
）

（
建
築
物
環
境
衛
生
管
理
基
準
）

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。

。

一

空
気
環
境
の
調
整
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

一

空
気
環
境
の
調
整
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

空
気
調
和
設
備
（
空
気
を
浄
化
し
、
そ
の
温
度
、
湿
度
及
び
流
量
を

イ

中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
（
空
気
を
浄
化
し
、
そ
の
温
度
、

調
節
し
て
供
給
（
排
出
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

湿
度
及
び
流
量
を
調
節
し
て
供
給
（
排
出
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お

す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
い
う
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
て

い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
い
う
。
）
を
設
け
て
い



い
る
場
合
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
居
室
に
お

る
場
合
は
、
居
室
に
お
け
る
次
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
が

け
る
次
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
が
お
お
む
ね
当
該
各
号
の

お
お
む
ね
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
空
気

下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
空
気
を
浄
化
し
、
そ
の
温
度

を
浄
化
し
、
そ
の
温
度
、
湿
度
又
は
流
量
を
調
節
し
て
供
給
を
す
る
こ

、
湿
度
又
は
流
量
を
調
節
し
て
供
給
を
す
る
こ
と
。

と
。

一

浮
遊
粉
じ
ん
の

（
略
）

一

浮
遊
粉
じ
ん
の

（
略
）

量

量

二

一
酸
化
炭
素
の

（
略
）

二

一
酸
化
炭
素
の

（
略
）

含
有
率

含
有
率

三

二
酸
化
炭
素
の

（
略
）

三

炭
酸
ガ
ス
の
含

（
略
）

含
有
率

有
率

四

温
度

（
略
）

四

温
度

（
略
）

五

相
対
湿
度

（
略
）

五

相
対
湿
度

（
略
）

六

気
流

（
略
）

六

気
流

（
略
）

七

ホ
ル
ム
ア
ル
デ

空
気
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ

ヒ
ド
の
量

ム
以
下

ロ

機
械
換
気
設
備
（
空
気
を
浄
化
し
、
そ
の
流
量
を
調
節
し
て
供
給
を

ロ

中
央
管
理
方
式
の
機
械
換
気
設
備
（
空
気
を
浄
化
し
、
そ
の
流
量
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
い
う
。
）
を
設
け
て
い
る
場
合
は
、
厚
生

調
節
し
て
供
給
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
い
う
。
）
を
設
け
て
い

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
居
室
に
お
け
る
イ
の
表
の
第
一

る
場
合
は
、
居
室
に
お
け
る
イ
の
表
の
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び

号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
が

第
六
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
が
お
お
む
ね
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ

お
お
む
ね
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
空
気

る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
空
気
を
浄
化
し
、
そ
の
流
量
を
調
節
し
て

を
浄
化
し
、
そ
の
流
量
を
調
節
し
て
供
給
を
す
る
こ
と
。

供
給
を
す
る
こ
と
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）



ニ

空
気
調
和
設
備
を
設
け
て
い
る
場
合
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
病
原
体
に
よ
つ
て
居
室
の
内
部
の
空
気
が
汚
染
さ
れ

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

給
水
及
び
排
水
の
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二

給
水
及
び
排
水
の
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

給
水
に
関
す
る
設
備
（
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七

イ

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
九
項
に

号
）
第
三
条
第
九
項
に
規
定
す
る
給
水
装
置
を
除
く
。
ロ
に
お
い
て
同

規
定
す
る
給
水
装
置
以
外
に
給
水
に
関
す
る
設
備
を
設
け
て
飲
料
水
を

じ
。
）
を
設
け
て
人
の
飲
用
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
目
的

供
給
す
る
場
合
は
、
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
水
質
基
準
に
適
合
す

の
た
め
に
水
を
供
給
す
る
場
合
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

る
水
を
供
給
す
る
こ
と
。

に
よ
り
、
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
水
質
基
準
に
適
合
す
る
水
を
供

給
す
る
こ
と
。

ロ

給
水
に
関
す
る
設
備
を
設
け
て
イ
に
規
定
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の

た
め
に
水
を
供
給
す
る
場
合
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
人
の
健
康
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

（
略
）

ロ

（
略
）

三

清
掃
及
び
ね
ず
み
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
動
物
（
ロ
に
お

三

清
掃
及
び
ね
ず
み
、
こ
ん
虫
等
の
防
除
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

い
て
「
ね
ず
み
等
」
と
い
う
。
）
の
防
除
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

り
統
一
的
か
つ
計
画
的
に
行
な
う
こ
と
。

る
こ
と
。

イ

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
掃
除
を
行
い
、
廃
棄
物

イ

適
切
な
方
法
に
よ
り
掃
除
を
行
な
い
、
衛
生
的
な
方
法
に
よ
り
汚
物

を
処
理
す
る
こ
と
。

を
処
理
す
る
こ
と
。

ロ

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ね
ず
み
等
の
発
生
及
び

ロ

ね
ず
み
、
こ
ん
虫
等
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
発
生
及
び

侵
入
の
防
止
並
び
に
駆
除
を
行
う
こ
と
。

侵
入
の
防
止
並
び
に
駆
除
を
行
な
う
こ
と
。


